
 

 

令和５年６月２日豪雨の対応について（最終報） 

 

令和５年７月５日（水）     １５時００分現在 

危機管理監危機管理課 

TEL 053-457-2537 

１ 気象状況 

対象地域 種別 発表日時 解除日時 

浜松市南部 大雨警報 ６月２日(金) ６時３９分  ６月３日（土）１３時３２分 

洪水警報 ６月２日(金) ７時５３分 ６月３日（土）９時１０分 

土砂災害

警戒情報 

６月２日(金)１２時３５分 ６月３日（土）１３時２５分 

浜松市北部 大雨警報 ６月２日(金) ７時４１分 ６月３日（土）１３時３２分 

土砂災害

警戒情報 

６月２日(金)１２時３５分 ６月３日（土）１３時２５分 

洪水警報 ６月２日(金)１４時２２分 ６月３日(土) ５時０２分 

 

２ 被害情報 （7月 5 日(水) 15時 00 分時点） 

（1） 人的被害 

・39歳 男性 軽傷 西区協和町① 

・35歳 男性 死亡 北区引佐町渋川② 

（2） 物的被害 

（建物被害） 

・建物倒壊（非住家）  （土砂崩れ）西区舘山寺町① 

・建物倒壊（準半壊）  （土砂崩れ）西区舘山寺町② 

・建物倒壊（準半壊）（土砂崩れ）北区引佐町渋川① 

・建物倒壊（全壊）  （土砂崩れ）北区引佐町渋川② 

・建物倒壊（中規模半壊）（土砂崩れ）北区引佐町的場 

・建物倒壊（全壊）  （土砂崩れ）西区協和町① 

・建物倒壊（非住家）  （土砂崩れ）西区協和町② 

・建物倒壊（一部損壊）（土砂崩れ）天竜区佐久間町中部 

・建物倒壊（被害なし）（土砂崩れ）北区細江町中川    

・建物倒壊（準半壊）（土砂崩れ）北区引佐町西黒田   

・建物倒壊（一部損壊）（土砂崩れ）北区三ヶ日町摩訶耶  

・建物倒壊（一部損壊）（土砂崩れ）天竜区龍山町戸倉   

・建物倒壊（一部損壊）（土砂崩れ）天竜区両島 

・建物倒壊（非住家） （土砂崩れ）北区都田町 

・建物倒壊（非住家） （土砂崩れ）西区神ヶ谷町 

・建物倒壊（非住家） （土砂崩れ）西区白洲町 

・建物倒壊（非住家） （土砂崩れ）西区協和町③ 

・床上浸水 68戸（中区 1件、東区 6件、西区 1件、南区 6件、北区 39件、 

浜北区 3件、天竜区 12件） 

・床下浸水 67戸（中区 3件、東区 14件、南区 9件、北区 24件、浜北区 14件、 

  天竜区 3件）  

   孤立集落 無 

 

（3） 地すべり被害 

・天竜東栄線(西阿多古川)の天竜区長沢において、地すべりの可能性あり 

 

報道提供資料 



３ 避難情報 （6月 16日(金) 15時 00分時点） 

 ・現在、避難情報の発令はありません。 

 

４ り災証明 （6月 28日(水) 12時 00分時点） 
(1) り災証明書の申請受付件数 

・93件 

(2) り災証明書の交付済件数 

・88件 

 

５ 被災者への支援等について 
（1）災害ごみの出し方 

  ・地域のごみ集積所へ出す場合、通常のごみ出しルールに従ってお出しください。 

・台風２号により発生した連絡ごみについては、連絡ごみ手数料を減免します。 

(2) り災証明書発行について 

・6月 5日（月）から、り災証明書の申請については各区の社会福祉課で受付 

（3）衛生対策・消毒方法 

・床上浸水した家屋に対し原則自治会又は町内会を通じて市から消毒を提供します。 

（4）静岡県弁護士会からの情報 

・令和 4年台風 15号・令和 5年台風 2号「なんでも無料電話相談」 

   ■電話番号：054-204-1999 

   ■受付時間：平日 10：00～16：00（12：00～13：00除く） 

・令和 5年台風 2号に関する Q＆A集「静岡県弁護士会ニュース」発行 

 ※浜松市は、災害救助法の適用されておりませんので「静岡県内の磐田市以外の方」

のチラシを参考にしてください。 

・令和 5年台風第 2号「専門家による生活なんでも相談」 

専門家による対面での無料相談を実施します。 

 ※主催:静岡県災害対策士業連絡会 

 ■日時：7月 27日（木）～終期未定※ 毎月最終木曜日 14：00～16：00 

  ※7月 27日（木）、8月 31日（木）、9月 28日（木）の 3日間は開催決定 

 ■場所：浜松市 元目分庁舎 地下会議室（中区元目町 120-1） 

 ■参加予定専門家 

  弁護士、司法書士、行政書士、建築士、税理士、公認会計士、不動産鑑定士、 

  土地家屋調査士、社会保険労務士、技術士団体加盟 

 ※予約不要。具体的な相談がない方でも支援制度の情報提供をします。 

  ※曜日や時間帯、場所が変更となる場合があります。 

※各種詳細は、静岡県弁護士会公式 HPでご確認ください。 

https://www.s-bengoshikai.com/ 

（5）浜松市社会福祉協議会 北地区センターからの情報 

  ・水害にあった後 今からできること、これからのこと説明会 

   乾燥・消毒・支援制度などいろいろな不安にお答えします。 

 ■日時：7月 19日（水）19：00～20：00（終了後個別相談あり） 

 ■場所：細江介護予防センター（北区細江町気賀 4581） 

 ■講師 

防災士 鈴木三雄 氏（はままつ na net世話人・応急危険度判定士・建築士 

・東区災害ボランティアコーディネーター） 

  弁護士 長野修一 氏（はままつ na net世話人 

・静岡県弁護士会災害対策委員会副委員長） 

■問い合わせ先：浜松市社会福祉協議会 北地区センター 電話 053-527-2941 

※予約不要。どなたでも参加いただけます。 

※会場は概ね 100人が入れる広さです。 

https://www.s-bengoshikai.com/


（6）ふるさと納税寄附金（災害支援寄附）受入 

   ■受付期間 

    令和 5年 6月 5日（月）から令和 5年 12月 31日（日）まで 

     ※終了時期は予告なく変更となる場合があります。 

   ■受付方法 

    下記の各ふるさと納税ポータルサイトより受付 

    ア ふるさとチョイス 

    イ さとふる 

    ウ 楽天ふるさと納税 

    エ セゾンのふるさと納税 

    オ ANAのふるさと納税 

カ ふるなび 

キ JALふるさと納税 

ク auPAYふるさと納税 

■その他 

    当該寄附に伴うお礼の品はございません。 

■問い合わせ先 

観光・シティプロモーション課 電話：053-457-2802 

 

(7)令和５年台風第２号に伴う６月豪雨による浜松市災害義援金受入について 

   市 HP記載事項は、次のとおり。 

 ■受付期間 

    令和 5年 6月 10日（土）から令和 5年 9月 8日（金）まで 

    ※各窓口での受付は令和 5年 6月 12日（月）から開始 

   ■受付方法 

    ア 指定金融機関への振込 

    イ 各区社会福祉課窓口  

      ※義援金をご持参いただく場合 

■その他 

    集められた義援金は、公平かつ適切な協議の下、被害状況に応じて、市内全域の     

被災された方々にお届けします。 

■問い合わせ先 

       次世代育成課 電話：053-457-2795 

    https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/katei/donation/20230610.html 

 

６ 道路通行規制について（7月 5日(水) 10時 00分時点） 

 ・ 災害による通行止め      45箇所（国道 1、主要 4、県道 7、市道 33） 

 ・ 災害による片側通行止め    19箇所（国道 3、主要 3、県道 6、市道 7） 

・ 災害による大型車等通行止め  3箇所（県道 1、市道 2） 

 


